
農地転用許可制度（農地法第４条、第５条） 

 

１  農地転用とは 

   農地を農地以外のものにすること、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅、工 

場、学校、病院等の施設用地にしたり、道路、山林等の用地にする行為が該当します。 

また、農地の形質には何ら変更を加えない場合であっても、例えば、火薬倉庫等の危険

物の取扱い場所において周辺の農地を保安敷地にする場合や、道路沿いの畑をそのまま

資材置場にする場合等、人の意思によって農地を耕作の目的に供されないようにするこ 

とも農地を転用する場合に該当します。 

 

２  農地転用の制限 

   農地転用については、原則として農地法の規定に基づく許可・届出を要します。 

 

（１）  転用行為と許可権者 

 

法令 

 

規制の内容 

 

申請者 

許可権者等 

申請農地が市街

化区域外に所在 

申請農地が市街化

区域に所在 

 

 

法４条 

農地について所有権等

の権利を有する者が、

自己の目的のために転

用する場合 

転用を行

う者 

都道府県知事の

許可 

（注） 

市町村農業委員会

への届出 

 

 

法５条 

農地又は採草放牧地を

転用する目的で、所有

権等の土地の権利の設

定・移転をする場合 

農地所有

者と転用

を行う者 

（注） 

 ・ 農地転用面積が４ h a を超える場合には、農林水産大臣への協議が必要となります。 

 ・ 県知事から権限移譲を受けた市町村については、当該市町村が許可権者となります。

（R8．4．1 現在：熊本市、八代市、人吉市、玉名市、天草市、山鹿市、宇土市、上 

天草市、合志市、宇城市、菊池市、荒尾市、阿蘇市、水俣市、氷川町）  

ただし、農地転用面積が４ h a 以下の場合に限ります。また、事務委任により市町村農

業委員会が許可権者となる場合があります。 

 

（２） 許可の申請手続き 

   許可を受けようとする者は、許可申請書をその農地が所在する市町村農業委員会に提

出することになっています。 



ア 事務処理の流れ 

 

 （３） 許可の基準 

許可基準は、農地区分ごとの許可基準である「立地基準」と農地区分にかかわらない 

   許可基準である「一般基準」に大別されます。 

 

 ア  立地基準 

農地を営農条件及び周辺の市街地化の状況からみて区分し、許可の可否を判断す 

る基準です。 

農地区分 要件 許可の方針 

農用地区域

内農地 

市町村が定める農業振興地域整備計画に

おいて農用地区域とされた区域内の農地 

原則不許可（ただし、

例外的に許可できる場合

が定められています。） 

甲種農地 市街化調整区域内の 

・農業公共投資後の８年以内の農地 

・おおむね１０ha 以上の集団農地で高性能 

農業機械での営農が可能な農地 

原則不許可（ただし、

例外的に許可できる場合

が定められています。） 

第１種農地 

 

・集団農地（おおむね１０na 以上） 

・農業公共投資の対象となった農地 

・自然的条件からみて生産力の高い農地 

原則不許可（ただし、

例外的に許可できる場合

が定められています。） 

第２種農地 ・農業公共投資の対象となっていない小集

団の農地 

・市街地として発展する可能性のある農地 

周辺の他の土地に立

地することができる場合

は、原則不許可 

第３種農地 ・都市的整備がされた区域の農地 

・市街地にある農地 

原則許可 

  



 イ  一般基準 

農地転用の確実性や周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などから、許可の可 

否を判断する基準です。 

（ア）転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること 

（イ）転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること 

（ウ）許可後、遅滞なく申請に係る用途に供すること 

（エ）他法令による行政庁の許認可等の処分を要する場合、当該処分がされている又は 

処分の見込みがあること 

   （オ）法令により行政庁との協議が義務付けられている場合、協議を行っていること 

   （カ）農地と併せて農地以外の土地を利用する計画である場合、農地以外の土地が事業 

目的に利用できる見込みがあること 

   （キ）転用する農地面積が事業目的からみて適正であること 

   （ク）事業が土地の造成のみを目的とするものでないこと（ただし、例外的に造成のみが 

認められる場合が定められています） 

（ケ）周辺の農地に係る営農条件に支障が生じるおそれがないこと 

（コ）地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じるお 

それがないこと 

（サ）一時転用の場合はその後確実に農地に戻すこと 

（シ）一時転用のため権利を取得する場合は所有権を取得しないこと 

 

（４） 違反転用に対する罰則等 

許可なく転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合等は、 

農地法違反として、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。 

   また、３年以下の拘禁刑や３００万円（法人の場合は１億円）以下の罰金という罰則の適

用もあります。 


